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まえがき 

この規格は，工業標準化法に基づき，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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蛍光式酸素濃度計 

Fluorescence-based oxygen sensors 

 
1 適用範囲 

この規格は，主に河川水，海水，排水などを扱う水の環境分野，大気，排ガスなどを扱う気体の環境分

野，高圧蒸気滅菌を伴う培養液，乳製品などを扱うバイオ・発酵醸造・食品産業分野，及びトルエンなど

の有機溶剤を扱う化学工業分野などに用いる，蛍光（りん光を含む。）方式によって，気体及び／又は液体

の酸素濃度を測定する可搬形の蛍光式酸素濃度計（以下，酸素濃度計という。）について規定する。 

なお，連続式の据置形にも，この規格を準用できる。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その後の改正版（追補を含む。）

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS C 1604 測温抵抗体 

JIS C 1611 サーミスタ測温体 

JIS K 0050 化学分析方法通則 

JIS K 0055 ガス分析装置校正方法通則 

JIS K 0102:2013 工場排水試験方法 

JIS K 0557 用水・排水の試験に用いる水 

JIS K 0803 溶存酸素自動計測器 

JIS K 1107 窒素 

JIS K 8061 亜硫酸ナトリウム（試薬） 

JIS K 8150 塩化ナトリウム（試薬） 

JIS K 8680 トルエン（試薬） 

JIS Z 8401 数値の丸め方 

JIS Z 8710 温度測定方法通則 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，JIS K 0050 及び JIS K 0803 によるほか，次による。 

3.1 

高圧蒸気滅菌 

適度な温度及び圧力の飽和水蒸気で加熱することによって滅菌する方法。 


